
録
す
る
印
鑑
）を
持
参
し
て
、
申
請
者

本
人
が
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い（
代

理
人
に
よ
る
申
請
は
で
き
ま
せ
ん
）。

受
付
場
所
＝
市
民
課（
市
役
所
1
階
）、

下
総
・
大
栄
支
所
住
民
課

手
数
料
＝
無
料（
新
規
に
印
鑑
登
録
を

す
る
場
合
は
3
0
0
円
）

　

身
分
証
明
書
が
な
い
人
は
、
成
田
市

に
印
鑑
登
録
を
し
て
い
る
人
の
保
証
書

（
保
証
人
の
登
録
印
の
押
印
と
登
録
番

号
、住
所
、氏
名
が
記
載
さ
れ
た
も
の
）

を
持
参
す
れ
ば
交
付
申
請
が
で
き
、
即

日
交
付
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

身
分
証
明
書
ま
た
は
保
証
書
を
持
参

で
き
な
い
場
合
は
、
本
人
の
意
思
を
確

認
す
る
た
め
の「
照
会
書
」を
後
日
自
宅

に
郵
送
し
ま
す
の
で「
回
答
書
」欄
に
押

印
し
、
必
要
事
項
を
書
い
て
交
付
を
申

請
し
た
窓
口
に
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

旧
下
総
町
・
大
栄
町
の
印
鑑
登
録
証
を

持
っ
て
い
る
人
は

　

旧
下
総
町
・
大
栄
町
の
紙
の
印
鑑
登

録
証
を
持
っ
て
い
る
人
は
、
各
支
所
住

民
課
で
成
田
市
の
印
鑑
登
録
証
へ
の
交

換
を
し
て
く
だ
さ
い（
無
料
）。

※
く
わ
し
く
は
市
民
課︵
☎
20
︲

1
5
2
5
︶、
下
総
支
所
住
民
課︵
☎

96
︲
1
1
1
5
︶、
大
栄
支
所
住
民

課︵
☎
73
︲
8
0
6
6
︶へ
。

　

市
で
は
、
い
ず
み
聖
地
公
園
で
返
還

さ
れ
た
墓
地
4
区
画
に
つ
い
て
、
12
月

9
日（
日
）に
申
し
込
み
の
受
け
付
け
を

行
い
ま
す
。

受
付
日
時
＝
12
月
9
日（
日
） 

午
前
9

時
〜
午
後
3
時

場
所
＝
い
ず
み
聖
地
公
園
管
理
事
務
所

（
東
和
泉
）

募
集
区
画
＝
4
㎡
芝
生
墓
地
1
区
画
、

4
㎡
普
通
墓
地
1
区
画
、
6
㎡
普

通
墓
地
2
区
画

申
し
込
み
の
で
き
る
人
＝
住
民
基
本
台

帳
ま
た
は
外
国
人
登
録
原
票
に
登
録

さ
れ
、
市
内
に
1
年
以
上（
12
月
1

日
現
在
）住
ん
で
い
る
人
で
、
親
族

の
焼
骨
を
持
っ
て
い
る
人

申
し
込
み
方
法
＝
印
鑑
と
埋
葬
許
可
証

を
持
参
の
上
、
管
理
事
務
所
に
用

意
し
て
あ
る
所
定
の
用
紙
で
申
し

込
み

区
画
の
決
定
＝
希
望
区
画
の
申
し
込
み

が
重
複
し
た
場
合
、
12
月
9
日（
日
）

午
後
3
時
30
分
か
ら
抽
選
。
抽
選

　

空
き
地
の
雑
草
を
伸
び
放
題
に
し
て

お
く
と
、
ご
み
の
捨
て
場
所
に
さ
れ
た

り
、
害
虫
類
の
発
生
原
因
と
な
り
、
周

囲
に
大
変
迷
惑
を
掛
け
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。

　

ま
た
、
通
行
の
障
害
や
火
災
の
原
因

と
な
り
、
他
人
に
思
わ
ぬ
被
害
を
及
ぼ

し
か
ね
ま
せ
ん
。

　

空
き
地
の
所
有
者
は
、
周
囲
の
迷
惑

に
な
ら
な
い
よ
う
早
め
に
草
を
刈
る
な

ど
、
し
っ
か
り
と
し
た
土
地
管
理
に
努

め
て
く
だ
さ
い
。

　

市
で
は
草
刈
機
を
無
料（
刈
刃
と
燃

料
は
個
人
負
担
）で
貸
し
出
し
し
て
い

ま
す
の
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※
く
わ
し
く
は
環
境
対
策
課︵
☎
20
︲

1
5
3
2
︶へ
。

　

自
動
交
付
機
を
利
用
す
る
に
は
、
暗

証
番
号
が
登
録
さ
れ
た
専
用
カ
ー
ド
が

必
要
で
す
。

後
、
書
類
審
査
を
行
い
、
使
用
区

画
を
決
定

料
金
の
区
分
＝
永
代
使
用
料（
墓
地
は

分
譲
で
な
く
永
久
に
お
貸
し
す
る

も
の
で
す
）と
管
理
料

永
代
使
用
料
…
3
2
4
、0
0
0
円

〜
6
1
2
、0
0
0
円

管
理
料
…
1
年
度
分
で
3
、
3
6
0

円
〜
5
、
8
8
0
円

　

永
代
使
用
料
・
管
理
料
は
墓
地
の
種

類
や
面
積
に
よ
り
金
額
が
異
な
り
ま
す
。

※
く
わ
し
く
は
環
境
衛
生
課︵
☎
20
︲

1
5
3
1
︶へ
。

4
区
画
の
受
け
付
け
を

行
い
ま
す

い
ず
み
聖
地
公
園
の
返
還
墓
地

　

専
用
カ
ー
ド
に
は
、
住
民
票
と
印
鑑

登
録
証
明
書
が
取
得
で
き
る「
印
鑑
登

録
証
・
な
り
た
市
民
カ
ー
ド
」と
、
住

民
票
の
み
が
取
得
で
き
る「
な
り
た
市

民
カ
ー
ド
」の
2
種
類
が
あ
り
ま
す
。

自
動
交
付
機
の
設
置
場
所
と
稼
働
時
間

市
役
所
1
階
市
民
課
前
…
平
日
の

午
前
8
時
30
分
〜
午
後
5
時

三
里
塚
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

…
火
〜
日
曜
日（
祝
日
は
除
く
）の

午
前
9
時
〜
午
後
5
時

　

自
動
交
付
機
に
は
高
額
紙
幣（
1
万

円
・
5
千
円
・
2
千
円
札
）、
小
額
硬

貨（
5
円
・
1
円
）は
使
用
で
き
ま
せ
ん
。

専
用
カ
ー
ド
の
申
請
が
で
き
る
人

成
田
市
に
住
民
登
録
し
て
い
る
人

お
よ
び
外
国
人
登
録
し
て
い
る
人 

（
外
国
人
登
録
し
て
い
る
人
は
印
鑑

登
録
証
明
書
の
み
）

15
歳
以
上
の
人

成
年
被
後
見
人
で
な
い
人

専
用
カ
ー
ド
の
申
請
方
法

　

専
用
カ
ー
ド
を
申
請
す
る
に
は
、
暗

証
番
号（
4
桁
）の
登
録
が
必
要
で
す
。

　

官
公
署
発
行
の
顔
写
真
付
き
身
分
証

明
書（
運
転
免
許
証
、
住
民
基
本
台
帳

カ
ー
ド
、
パ
ス
ポ
ー
ト
な
ど
）、
印
鑑

登
録
証（
す
で
に
持
っ
て
い
る
人
）、
印

鑑（
新
規
に
印
鑑
登
録
を
す
る
人
は
登

空
き
地
の
管
理

所
有
者
は

し
っ
か
り
と
管
理
を

住
民
票
と
印
鑑
登
録
証
明
書

便
利
で
簡
単
な

自
動
交
付
機
で

管理の行き届いた墓地
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飲
食
店
や
店
舗
、
事
務
所
な
ど
の
事

業
所
か
ら
発
生
す
る
一
般
廃
棄
物（
ご

み
）は「
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関

す
る
法
律
」に
よ
り
、
事
業
者
自
ら
の

責
任
に
お
い
て
適
正
に
処
理
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、
事
業
所

か
ら
発
生
す
る
ご
み
は
一
般
家
庭
用
の

集
積
所
に
出
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

事
業
所
の
ご
み
は
、
分
別
を
徹
底

し
、
い
ず
み
清
掃
工
場
ま
た
は
リ
サ
イ

ク
ル
プ
ラ
ザ（
下
総
・
大
栄
地
区
は
伊

地
山
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
）へ
自
己
搬

入
す
る
か
、
収
集
運
搬
許
可
業
者
へ
委

託
す
る
な
ど
適
正
な
処
理
を
お
願
い
し

ま
す
。

旧
成
田
市
の
事
業
所
は

分
別
方
法
＝「
燃
や
せ
る
ご
み
」「
ビ

使
用

処
理
方
法

ご
み
処
理
施
設
へ
自
己
搬
入
す
る

場
合（
搬
入
券
が
必
要
。
搬
入
券
は

下
総
・
大
栄
支
所
生
活
環
境
課
で

配
布
）

　
「
可
燃
ゴ
ミ
」「
ビ
ン
・
カ
ン
」「
不
燃
ゴ

ミ
」…
伊
地
山
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー

（
☎
0
4
7
8
‐
59
‐
2
1
4
8
）

　
「
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
」…
直
接
搬
入
で
き

ま
せ
ん
。
リ
サ
イ
ク
ル
を
促
進
す

る
た
め
許
可
業
者
に
委
託
し
て
く

だ
さ
い

許
可
業
者
に
処
理
を
委
託
す
る
場

合

　

成
田
市
一
般
廃
棄
物
収
集
運
搬
許
可

業
者（
下
総
・
大
栄
地
区
の
収
集
運
搬

許
可
業
者
）へ
委
託

産
業
廃
棄
物
の
処
理
は

　

事
業
活
動
に
伴
っ
て
生
じ
る「
産
業

廃
棄
物
」は
原
則
と
し
て
市
で
は
処
理

ニ
ー
ル
・
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
」「
ビ

ン
・
カ
ン
・
ガ
ラ
ス
」「
金
物
・
陶

磁
器
類
」に
分
別
し
、
半
透
明
の
業

務
用
ご
み
袋
を
使
用

処
理
方
法

ご
み
処
理
施
設
へ
自
己
搬
入
す
る

　

場
合

　

 「
燃
や
せ
る
ご
み
」…
い
ず
み
清
掃
工

場（
☎
36
‐
1
6
8
9
）

　
 「

ビ
ニ
ー
ル
・
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
」

「
ビ
ン
・
カ
ン
・
ガ
ラ
ス
」「
金
物
・

陶
磁
器
類
」…
リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ザ

（
☎
36
‐
1
0
0
0
）

許
可
業
者
に
処
理
を
委
託
す
る
場

合

　

成
田
市
一
般
廃
棄
物
収
集
運
搬
許
可

業
者
へ
委
託

下
総
・
大
栄
地
区
の
事
業
所
は

分
別
方
法
＝「
可
燃
ゴ
ミ
」「
ビ
ン
・
カ

ン
」「
不
燃
ゴ
ミ
」「
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
」

に
分
別
し
、
半
透
明
の
ご
み
袋
を

で
き
ま
せ
ん
。
事
業
者
は
自
ら
処
理
す

る
か
、
県
の
許
可
を
受
け
た「
産
業
廃

棄
物
処
理
業
者
」に
委
託（
有
料
）す
る

な
ど
適
正
に
処
理
し
て
く
だ
さ
い
。

　

産
業
廃
棄
物
処
理
業
者（
県
許
可
業

者
の
紹
介
な
ど
）に
つ
い
て
は
、
県

産
業
廃
棄
物
処
理
業
協
同
組
合（
☎

0
4
3
‐
2
4
8
‐
2
7
7
3
）へ
お

問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

　

産
業
廃
棄
物
の
処
理
に
つ
い
て
く

わ
し
く
は
北
総
県
民
セ
ン
タ
ー
地
域

環
境
保
全
課（
☎
0
4
3
‐
4
8
3
‐

1
1
3
8
）ま
た
は
県
資
源
循
環
推
進

課
事
業
推
進
室（
☎
0
4
3
‐
2
2
3
‐

2
6
5
6
）へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
く
わ
し
く
は
ク
リ
ー
ン
推
進
課︵
☎

20
︲
1
5
3
0
︶へ
。

　

12
月
2
日（
日
）を
中
心
に
市
内
各
地

域
で「
ポ
イ
捨
て
を
な
く
し
、
私
た
ち

の
ま
ち
を
私
た
ち
の
手
で
美
し
く
」を

合
言
葉
に
、
区
や
自
治
会
な
ど
の
協
力

を
得
て
環
境
美
化
運
動
が
実
施
さ
れ
ま

す
。
こ
の
運
動
で
は
、
道
路
や
公
園
な

ど
に
投
げ
捨
て
ら
れ
た
ビ
ン
・
カ
ン
な

ど
の
収
集
や
、
散
乱
ご
み
の
収
集
、
草

刈
り
な
ど
が
行
わ
れ
ま
す
。
快
適
で
住

み
よ
い
環
境
づ
く
り
に
、
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

※
く
わ
し
く
は
ク
リ
ー
ン
推
進
課︵
☎

20
︲
1
5
3
0
︶へ
。

事
業
所
ご
み
の
処
理
方
法

一
般
家
庭
用
の

集
積
所
に
は
出
せ
ま
せ
ん

第
95
回
環
境
美
化
運
動

ゴ
ミ
ゼ
ロ
を
目
指
し
て

市
内
の
各
地
域
で

（10月16日～31日）

市 長 日 誌

よ
い
歯
の
コ
ン
ク
ー
ル
表
彰
式

で
あ
い
さ
つ
す
る
小
泉
市
長

16日 ラ・フェスタ　ミッレミリア2007
 成田市保健福祉審議会
 安心な街づくり大会
18日  2007成田POPラン大会第2回実

行委員会
 成田市行政改革推進委員会
19日 成田市表彰審査委員会
20日 御利生祭
 成田市健康・福祉まつり
21日 8020よい歯のコンクール表彰式
 成田祇園祭写真コンテスト表彰式
22日 八富成田斎場管理運営連絡協議会
 男女共同参画計画推進懇話会
23日 成田空港周辺地域親睦スポーツ大会
 国際こども絵画交流展実行委員会
24日 千葉県戦没者追悼式
 成田市まちづくり茶論
25日  横芝・神崎間首都圏中央連絡自

動車道建設促進要望活動
  北千葉道路（印旛村～成田市間）

建設促進協議会決起大会
26日 韓国友好都市表敬訪問（～29日）
30日 3市2町グラウンド・ゴルフ成田大会
 成田商工会議所臨時議員総会
31日 市議会決算特別委員会

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
の
回
収
に
ご
協
力
を

※ 

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
は
各
地
域
リ
サ
イ
ク
ル
団
体
お
よ
び
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
店
頭

回
収
協
力
店
へ︵
下
総
・
大
栄
地
区
は
収
集
日
に
集
積
所
へ
出
し
て
く
だ
さ

い
︶。
く
わ
し
く
は
ク
リ
ー
ン
推
進
課︵
☎
20
︲
1
5
3
0
︶へ
。
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市
立
の
学
校
へ
の
通
学
は
、
あ
ら
か

じ
め
定
め
ら
れ
た
就
学
区
域（
学
区
）の

学
校
に
通
学
す
る
の
が
原
則
と
な
っ
て

い
ま
す
。

　

た
だ
し
、
事
情
が
あ
っ
て
学
区
以
外

の
学
校
へ
通
学
を
希
望
す
る
場
合
に

は
、
保
護
者
の
申
し
立
て
に
よ
り
指
定

学
校
変
更
や
区
域
外
就
学
が
認
め
ら
れ

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

今
回
新
た
に
指
定
学
校
変
更
の
要
件

に「
部
活
動
に
よ
る
も
の
」が
追
加
さ
れ

ま
し
た（
左
表
参
照
）。

指
定
学
校
変
更
…
市
内
に
住
む
児

童
生
徒
に
対
し
て
、
定
め
ら
れ
た

就
学
区
域（
学
区
）以
外
の
市
立
小

中
学
校
へ
の
通
学
を
認
め
る
制
度

区
域
外
就
学
…
市
外
に
住
む
児
童

生
徒
に
対
し
て
、
成
田
市
立
小
中

学
校
へ
の
通
学
を
認
め
る
制
度

　

新
年
度
か
ら
こ
の
制
度
を
利
用
し
た

い
人
は
、早
め
に
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

許
可
要
件
や
就
学
区
域
は
、
学
務
課

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（http://w

w
w
.city.

narita.chiba.jp /sosiki/gakum
u/

index.htm
l

）で
公
開
し
て
い
ま
す
。

※
く
わ
し
く
は
学
務
課︵
☎
20
︲

1
8
5
1
︶へ
。

指
定
学
校
変
更
や

区
域
外
就
学
が
可
能
で
す

小
中
学
校
の
就
学
区
域

時
間
＝
午
前
8
時
30
分
〜
午
後
5
時
30

分
場
所
＝
市
都
市
計
画
課（
市
役
所
5

階
）、
県
都
市
計
画
課（
道
路
の
み
・

県
庁
7
階
）

内
容
＝
①
成
田
都
市
計
画
道
路
の
変
更

（
県
決
定
）②
成
田
都
市
計
画
市
場

の
変
更（
市
決
定
）

意
見
書
の
提
出
＝
こ
の
案
に
つ
い
て
意

見
の
あ
る
人
は
、
縦
覧
期
間
中
に

意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
意
見
書
の
様
式
は
市
都
市

計
画
課
に
あ
り
ま
す（
郵
送
の
場
合

は
縦
覧
期
間
の
最
終
日
の
消
印
の

あ
る
も
の
ま
で
有
効
）

※
く
わ
し
く
は
市
都
市
計
画
課︵
☎

20
︲
1
5
6
0
︶ま
た
は
県
都
市

計
画
課︵
☎
0
4
3
︲
2
2
3
︲

3
1
6
8
︶へ
。

納期内の納付にご協力をお願いします。

今月の納税

※ くわしくは①保険年金課（☎20-1526）
②介護保険課（☎20-1545）へ。

①国民健康保険税（第5期分）
②介護保険料（第5期分）
納期はいずれも11月16日（金）～30日（金）です。

　

市
で
は
、
土
砂
の
埋
め
立
て
、
盛
り

土
、
た
い
積
行
為
お
よ
び
こ
れ
ら
に
使

用
さ
れ
る
土
砂
な
ど
の
土
質
に
つ
い
て

必
要
な
規
制
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
自

然
環
境
や
生
活
環
境
を
保
全
す
る
と
と

も
に
災
害
の
発
生
を
未
然
に
防
止
し
、

住
民
の
健
康
で
安
全
か
つ
快
適
な
生
活

を
確
保
す
る
目
的
か
ら「
成
田
市
土
地

の
埋
立
て
等
及
び
土
砂
等
の
規
制
に
関

す
る
条
例
」を
定
め
て
い
ま
す
。

　

こ
の
条
例
に
よ
り
、
市
内
で
5
0
0

㎡
以
上
の
埋
め
立
て（
一
時
た
い
積
を

含
む
）を
行
う
場
合
は
、
条
例
に
定
め

る
手
続
き
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

　

安
全
基
準
に
適
合
し
な
い
土
砂
は
面

積
を
問
わ
ず
埋
め
立
て
に
利
用
す
る
こ

と
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
注
意
し
て
く
だ

さ
い
。

※
く
わ
し
く
は
環
境
対
策
課︵
☎
20
︲

1
5
3
2
︶へ
。

期
間
＝
11
月
20
日（
火
）〜
12
月
4
日

（
火
）（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）

土
砂
の
埋
め
立
て

残
土
条
例
が

適
用
さ
れ
ま
す

成
田
都
市
計
画

変
更
案
の

縦
覧
を
行
い
ま
す

理由・事例
指定学校
変更

区域外
就学

地理的条件や通学路の安全を確保する場合 ○ ─

小学校への通学距離がおおむね1.5km以上で、より近
い小学校への通学を希望する場合（注1）

○ ─

中学校への通学距離がおおむね2.0km以上で、より近
い中学校への通学を希望する場合（注1）

○ ─

下校後の小学生を祖父母などが養育する場合 ○ ○

学童保育所に通う場合 ○ ─

住宅の建て替え・購入などによる場合 ○ ○

最終学年（小6・中3）になってからの住所変更がある場合 ○ ○

家庭の事情により住民票の異動が困難である場合 ○ ○

海外帰国子女および外国人子女学級へ入級を希望する場合 ○ ─

児童生徒の身体的理由による場合 ○ ○

いじめなどにより心身の安全が脅かされるような場合 ○ ○

市外転居で心身への多大な悪影響が懸念される場合 ─ ○

小中学校へ入学後の市内転居で、転居前の学校への通
学を希望する場合

○ ─

小中学校へ入学後の市外転居で、一時的に転居前の学
校への通学を希望する場合

─ ○

指定学校変更を承諾された児童が、変更後の小学校の
学区の児童が進学する中学校への通学を希望する場合

○ ─

兄弟姉妹の指定校変更に伴う場合 ○ ─

兄弟姉妹の特殊学級就学に伴う場合 ○ ─

希望する部活動がないため、該当する部活動がある最
寄りの中学校への通学を希望する場合（注1）（注2）

○ ─

（注1）学校の収容力などにより、制限があります。
（注2） 平成20年度に中学校へ入学する児童のみが対象となります。希望

者は11月30日（金）までに連絡してください。

指定学校変更および区域外就学の要件

広報なりた2007.11.15 12


